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他科の先生に
知って欲しい 眼科編④

「夢を消さないで」～教育現場での色覚検査

 医）社団聖約会　佐藤眼科医院　院長　渡　辺　英　臣

　平成25年３月に赤色のペンと思って使っていたのが緑色のペンだと
指摘されたと訴えて中学３年生の男子が保護者と共に当院を受診しま
した。強度の先天赤緑色覚異常でしたが、ご本人も保護者もそれまで
気づいていませんでした。読売新聞山形県版１）によれば、スポーツの
才能のある高校３年生が色覚異常のため自衛隊への入隊の道が閉ざさ

れました。本人にもまして校長は涙ながらに悲しみ、その校長はそれ以来、生徒と保護者
の同意を得て、適切な進路指導の一環として色覚検査を実施しています。公益社団法人日
本眼科医会の情報によれば、小学４年生の児童が色覚異常のために漢字ドリルの赤色が分
からないにもかかわらず、本人の意欲の問題であるとして厳しい指導を受けた結果、不登
校になった事例があります。
　色覚異常検査表を用いた色覚検査は、昭和34年から色覚異常の有無及び程度を明らかに
することを目的に幼稚園から大学までの全学年で実施されていましたが、昭和49年から
は小学１・４年生、中学１年、高校１年、高等専門学校の１・４年生となり、平成７年か
らは小学４年生のみの実施となりました。その後、色覚検査において異常と判断される者
であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であること、文科省としても、手
引２）を作成し、色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきたことを受けて、平成
14年３月の文科省局長名通知３）により、平成15年度以降学校の定期健康診断の必須項目４）

からは削除されました。文科省はそれ以降も学校での健康相談で色覚に不安を覚える児童
生徒及び保護者に対して、事前の同意を得て個別に検査、指導を行うこと、色覚異常検査
表など検査に必要な備品を学校に備えておき、少なくとも５年程度で更新し、必要に応じ
て適切な対応ができる体制を整えるよう指導してきましたが、文科省の平成23年度の調査
によれば、保健室に色覚異常検査表を常備している公立学校は、小学校で88％、中学校で
82％、高等学校で82％に留まっています５）。また、前述の事例のように児童生徒等が自身
の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え、就職に当たって初めて色覚による就業規制に直
面するという実態の報告や、保護者等に対して色覚異常及び色覚の検査に関する基本的事
項についての周知が十分に行われていないとの指摘６）もあり、平成14年３月の文科省局長
通知３）の通り、「教職員は、色覚異常について正確な知識を持ち、常に色覚異常を有する
児童生徒がいることを意識して、色による識別に頼った表示方法をしないなど、学習指導、
生徒指導、進路指導等において、色覚異常について配慮を行うとともに、適切な指導を行う」
こと、並びに本年４月の文科省局長通知７）の通り、「児童生徒等が自身の色覚の特性を知
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らないまま不利益を受けることのないよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加す
るなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要がある」と思われます。
　他科の先生方も学校医等として相談を受けた場合、各学校の実情に合わせて公益財団法
人日本学校保健会ホームページで示された希望調査票例８）〔別紙１〕を用いて頂きたいと
思います。検査時期としては、公益社団法人日本眼科医会及び公益財団法人日本眼科学会
は小学１年の２学期や中学１年を推奨６）していますが、山形県の工業高校では１年生９）

に実施し、岡山県の工業高校では３年生に実施している例もあります。希望者を検査した
結果、色覚異常の疑いがあれば、眼科学校医に定期健康診断の際などに相談するか、直ち
に眼科学校医の医療機関等を受診するよう勧奨し、眼科学校医が配置されていない保育園
等では、内科学校医等に相談して近隣の眼科専門医を受診するよう勧奨して頂ければ幸い
です。
　いずれにしても、子供たちの夢を消さないで欲しいと願っています。

参考：
１）鈴木一作：「色覚検査の必要性」、読売新聞（山形県版）、平成25年４月13日
２）文部科学省：「色覚に関する指導の資料」、平成15年
３ ）文部科学省スポーツ・青少年局長通知（13文科ス第489号）「学校保健法施行規則の一
部改正等について」、平成14年３月29日
４）財団法人日本学校保健会：「児童生徒の健康診断マニュアル」、平成７年３月25日
５）衆議院：予算委員会　第四分科会　議事録、平成25年４月15日
　　http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
６ ）日本眼科学会・日本眼科医会：文科省スポーツ・青少年局学校健康教育課長宛要望書（日
眼医学保発第30号）、平成25年10月24日
７ ）文部科学省スポーツ・青少年局長通知（26文科ス第96号）「学校保健安全法施行規則
の一部改正等について（通知）」、平成26年４月30日
８）公益財団法人日本学校保健会ホームページ、色覚検査申込書の例
　　http://www.gakohoken.jp/ 0temp/090204_02.doc
９）鈴木一作：提言「色覚検査を希望者に」、山形新聞、平成26年６月27日
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〔別紙１〕：希望調査に関わる色覚検査申込書の例 http://www.gakohoken.jp/0temp/090204_02.doc
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　先日、｢地域総合小児医療認定医｣申請書なるものが、小児科医会から届いた。なんじゃ
こりゃ？と開封。子供の健全な発育と総合的支援を地域で実践できる小児科医養成の制度
とのこと。過去２年間の活動を基準にして、認定されるようだ。
　ふむふむ、平成28年度まではおおむね自己申告でいいのか。地域貢献度に重きを置いて
る（らしい）。貰えるものは何でも貰っておこうじゃないのと、根っからの貧乏性。数あ
る項目に目を通してみた。
　県北の、年間出生数が60人前後の当地区。合併した町の３分の１は高齢者。ゆりかごか
ら墓場まで、人生の前半および女性は小児科の女医（私）が、人生半ばからジジ・ババさ
んまでは内科の相棒が、と、２人３脚で開業して四半世紀余り。山また山の地区で、歯科・
離乳食指導・個別指導をまとめて受けられる集団健診だからこそ、受けに来る乳児健診。
年間十数回の集団健診がたったの５点？ 個別健診を100人したら、10点？ 個別健診なんて
全員来たって、100人には程遠いんですけど。
　小学校は統廃合で２校だけになり、８つあった幼稚園と保育園も１つの保育園を残すだ
け。中学校は１校のみ。そのすべての施設の園医・校医をさせてもらって、なんて贅沢な
小児科医人生よと、個人的には嬉しい環境なのだが、これも、受け持っている数によって
点数が大きく違う。
　子供の数は確実に減ってはいるが、気になる子どもたちは増える一方。気になる親も増
える一方。外来は、診療よりも予防接種とよろず相談が幅を利かせている始末。だが、こ
ちらの点数も少ないのねぇ…
　勿論、必修研修出席のノルマもある。まぁ、これは専門医更新の研修と重なるので何と
かなるとは思うが、５年間で500単位ではなく毎年100単位以上と条件が細かくなるといさ
さか厳しいなぁ。代診の医者もいない田舎の開業医には、ハードル高すぎるかも。おまけ
に小児科医会の県会長の推薦状がいるだと？
　地域総合医療って、なんなんだろ？と、点数を書き込みながらいささか、無常感を味わ
う始末。それでも幸いなことに、小児科医会現会長の中島道子先生には、学会などで優し
くお声をかけていただくこともあり、不躾けな推薦状の依頼も快く引き受けていただけた。
ともかく年度末に申請できそうだが、ただ、先に書いたように更新できるかどうかは大い
に疑問が残る。まあ、こういう制度がないと遠方まで講習に行こうと重い腰を上げること
もないから、怠け者にはいい機会かもしれない。まだまだ勉強し続けろよ、という天の啓
示と諦めて、現役続行するしかないなぁと、空を仰ぎみる50代最後の秋でありました。

まだまだ、勉強
亀乃甲診療所　岩　本　さちみ


